
新公益法人制度に対応するため、特例民法法人である当財団は、平成 年 月末までに公益財団法人、一般財団
法人、又は社会福祉法人のいずれかの法人形態に移行する必要があります。
このことから、当財団の制度検討委員会・資産運用管理委員会を中心に検討・協議した結果、次の理由から退職

手当共済事業を高知県社会福祉協議会に事業移管することの要請を行うこととし、理事会・評議員会の議決を経て、
平成 年 月 日に事業移管の要請を行いました。

【事業移管理由】
当財団の 退職手当共済事業 は高知県内の民間社会福祉施設に勤務する職員の退職共済制度に関する事

業として特定職域の職員を対象としていることから 公益目的事業 の要件である 不特定かつ多数の利益
の増進に寄与するもの として認定されることが難しいことから公益財団法人への移行は困難であること
一般財団法人に移行した場合、運用益に ％の利子・配当課税がされ、資産運用が不利になるが、社会福

祉法人に移行すれば、従来どおり非課税での資産運用が可能であること
社会福祉法人への移行の場合は、当財団と関係があり、退職手当共済事業を移管するにふさわしい規模・

能力を備えている高知県社会福祉協議会に事業移管することが最もふさわしいこと
高知県社会福祉協議会での運営は、公益事業として運営されるが、当財団の理事・評議員で構成する委員

会を設置するなどして、これまでと同様の制度運営が図られること

この要請をうけた高知県社会福祉協議会は、平成 年 月 日に開催した理事会・評議員会で、次の方針により
事業移管を受け入れることを決定しました。

【高知県社会福祉協議会の受け入れの方針】
債務履行の範囲の明確化
共済契約者の合意のもとの運営を担保
共済契約者の県社協会員の要件化

当財団は、平成 年 月 日に開催した理事会・評議員会で、 高知県社会福祉協議会の受け入れの方針 を了
承し、対応すべき詳細については、制度検討委員会・資産運用管理委員会で検討・協議することとしました。
現在、当財団の委員会では、退職手当共済事業を平成 年 月 日から、高知県社会福祉協議会に事業移管し、

平成 年 月 日に当財団は解散する方向で協議が続いています。

平成 年度の事業計画
平成 年度の事業方針に基づき次のような取組を行っています。
事業方針
運営体制及び信託運用資産の管理体制の充実を図るとともに、公益法人改革等への対応を行い、退職共済制度のより
安定的な制度運営を行うことにより、民間社会福祉施設従事者の処遇の向上と、社会福祉事業の振興に寄与する。

主な事業内容

．組織運営
理事会・評議員会及び各委員会を適宜開催し、退職手当共済事業への適切な対応を図る。
．適正な資産運用
資産運用管理委員会を定期的に開催するなど、金融情勢の把握と、資産運用委託金融機関との連携を図り、安全
及び適正かつ効率的な資産運用を図る。
．公益法人制度改革に関する対応
公益財団法人の認定は困難であるため、社会福祉法人高知県社会福祉協議会へ退職手当共済事業を移管すること
とし、高知県社会福祉協議会会長に理事長から業務移管の要請を行ったので、その条件整備を図る。
．退職手当共済制度への加入促進
退職手当共済事業の充実強化を図るため、会員の新規加入の促進を図る。



．個人情報の適正な取得と管理
個人情報保護方針・個人情報保護規程に則り、個人情報の適正な取得と管理を行い個人情報の保護に努める。
．共済契約者・会員への情報提供
財団の運営状況等について周知を図るために 財団ニュース を発行するとともに、ホームページを通じて、各
種情報をより迅速に、より広範に提供できるように努める。
．全国民間社会福祉事業従事者共済連絡協議会の全国会議・ブロック会議等への参加
全国的な情報収集に努め、他県と連携して、退職手当共済事業の発展に資するとともに、安定した事業運営を図る。

平成 年 月 日までの任期で次の方々に理事・監事・評議員・委員に就任いただいています。

．役員名簿

．評議員名簿

．委員会委員名簿
資産運用管理委員会

役 職 氏 名 推薦団体・就任要件等 役 職 氏 名 推薦団体・就任要件等
理 事 長 吉永 宣生 高知県身体障害者（児）施設協会 理 事 戸田 隆彦 高知県保育所経営管理協議会
副理事長 東 高希 高知県知的障害者福祉協会 理 事 橋本 勤也 高知県児童養護施設協議会
常務理事 吉岡 和夫 高知県社会福祉協議会会長が推

薦する者
理 事 藤田 卓也 高知県老人福祉施設協議会
理 事 藤澤 功賀 高知県社会福祉施設経営者協議会

理 事 安岡千真夫 高知県主管課長 理 事 川 博之 全国福祉保育労働組合高知地方本部
理 事 田中 正澄 高知県町村会事務局長 監 事 岡田 幹雄 岡田税理士事務所

監 事 南 守 高知小鳩会
（以上理事 名・監事 名）

氏 名 推薦団体 氏 名 推薦団体
山 雄一郎 高知県保育所経営管理協議会 田村 輝雄 高知県身体障害者（児）施設協会
中山 裕司 武田 廣一
刈谷日出男 野村 英一
藤田 洋子 楠目 隆 高知県老人福祉施設協議会
山下 文子 横田 和典
谷本 恭子 高知県児童養護施設協議会 山本 恭裕
田村 桂造 土居 稔
正岡 淳一 高知県知的障害者福祉協会 西岡 睦子
小笠原紀江
森本 孝男 （以上 名）

氏 名 選出基準
委 員 長 東 高希 理事
副委員長 楠目 隆 評議員
委 員 刈谷日出男 評議員
委 員 植田 淳 学識経験者（神戸市外国語大学教授）
委 員 安岡 範悦 学識経験者（金融機関 ）

資産の安全及び適正かつ効率的運用に資することを目的として設置
平成 年 月 日までの任期で次の方々に就任いただいています。 氏 名 選出基準

委 員 長 藤田 卓也 理事
副委員長 川 博之 職員代表（理事）
委 員 東 高希 理事
委 員 吉岡 和夫 理事
委 員 山 雄一郎 評議員
委 員 田村 桂造 評議員
委 員 植田 淳 学識経験者（神戸市外国語大学教授）
委 員 池田 知勢 学識経験者（高知県社会福祉協議会事務局長）

制度検討委員会
退職手当共済制度の健全な発展に資することを目的として設置
平成 年 月 日までの任期で次の方々に就任いただいています。

平成 年 月から平成 年 月にかけての運用状況
平成 年度は 月以降欧州債務問題の再燃や米国景気の二番底懸念等から、下落傾向で推移しました。 月以降米国株式は、

業績改善期待と欧州債務問題の綱引きから一進一退の動きとなりましたが、国内株式は円高の進行やタイ洪水の影響から軟調な展
開が続きました。また、年末以降は、各国の金融緩和が進展する中、欧州債務問題の懸念後退、米国景気の堅調等から投資家のリ
スク選好の動きが強まり、内外株式は大幅な上昇に転じました。

平成 年 月 日に制定した 年金資産の運用に関する基本方針 と ガイドライン による資産構成割合は、
下記のとおりです。 （単位 ％）

ただし、上下 ％以内の乖離幅を認める。
・平成 年度の委託割合は、三菱 信託銀行 ％・三井住友信託銀行（旧中央三井アセット） ％で運用しました。

資産分類 国内債券 国内株式 外国建債券 外国建株式 その他資産 合 計
資産構成割合（時価基準）



要支給額に対する資産（時価）の充足率

共済制度を運営していくためには、長期的な視野にたって予定利率に見合う運用実績を確保していく必要があ
ります。信託運用は、様々な価格変動資産（株式、債券等）で運用しますので経済情勢に左右される側面があり、
短期的には収益率が上下に振れる場合がありますが、長期的視点から見ていくことが大切だと考えています。
．運用機関別運用額 （単位 円）

信託元本 当財団からの委託資産額【拠出金総額 （退職給付金総額 総幹事報酬） 信託収益のうち元本化された額】
簿価 購入時の価格
時価 平成 年 月 日現在の価格
評価損益 時価と簿価の差額であり、プラスであれば購入時より値上がりしていることを表します。
平成 年 月 日 に住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の 行が合併し、 三井住友信託銀行 となりました。

．収益率（時価）
資産合計 （％）

資産別時間加重収益率 （％）

修正総合利回り 評価損益も含めた総合的利回り。
時間加重収益率 コントロールできない現金の出入りの影響を取り除くことで、評価損益込みの運用成果をより正しく

表す利回り。
ベンチマーク 国内株式における のような基準となる運用成果の指標（市場平均値）。

予め指示した資産構成割合で加重平均した資産全体のベンチマークを、複合ベンチマーク という。

．信託報酬 （単位 円） ．要支給額に対する充足率 （平成 年 月 日現在）

三菱 信託銀行・三井住友信託銀行の合計額

要支給額 平成 年 月 日時点での加入者（ 歳以上の者を除く。）全員の計算上必要とされる退職給付金の総額。
．資産別運用状況（時価） （平成 年 月 日現在）

基本構成比に対する変更許容幅 各行とも ％

三菱 信託銀行 三井住友信託銀行 資産全体
修正総合利回り
時間加重収益率

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 資産合計
ベ ン チ マ ー ク
三 菱 信 託 銀 行
三 井 住 友 信 託 銀 行

総幹事報酬
運 用 報 酬
合 計

要支給額 （ ） 円
信託運用資産（時価） （ ） 円
差額 （ ）（ ） 円
充足率 （ ）（ ） ％

前年度末
（平成 年 月 日現在）

当年度末
（平成 年 月 日現在）

平成 年 月 日現在内訳
三菱 信託銀行 三井住友信託銀行

信 託 元 本
簿 価
時 価
評 価 損 益

資 産 基本
構成比（％）

三菱 信託銀行 三井住友信託銀行 合 計
金 額 （円） 構成比（％） 金 額 （円） 構成比（％） 金 額 （円） 構成比（％）

国内債券
国内株式
外国債券
外国株式
そ の 他
資産合計
信託元本



．平成 年度事業の概要
平成 年度末契約者数

加入・廃止の契約者数のうち各 法人については財団法人から社会福祉法人への組織変更によるもの

平成 年度加入者及び退職者状況 （単位 人）

計算には転入・転出は含めない。
平成 年 月 日退職は平成 年度分に算入する。

業種別状況（加入者数・退職給付金・掛金）

事事業業報報告告及及びび決決算算報報告告事業報告及び決算報告

年度末
年度中

年度末
加入 廃止

経 営 者 数
施 設 数

施
設
内
訳

保 育 所
児 童 養 護 施 設
知的障害者（児）施設
身体障害者（児）施設
老 人 福 祉 施 設
そ の 他

年度末
加入者総数

年度中 年度末
加入者総数新規加入者数 退職者数

被共済職員数 うち 歳以上
保 育 所
児 童 養 護 施 設
知的障害者（児）施設
身体障害者（児）施設
老 人 福 祉 施 設
そ の 他

合 計

加入者数 （単位 人）



．収支及び正味財産増減の状況並びに財産状態の推移
退職共済掛金率 事業主 事務費掛金率（事業主負担）

被共済職員

（一般会計・特別会計の合計額） （単位 千円）

．平成 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書
・特別会計では、退職給付金引当資産に相当する額を退職給付引当金として計上しています。
・平成 年 月 日から 歳以上被共済職員特別会計を設置し、 歳以上の方々の退職給付金支払い資金を管理
しています。
貸借対照表総括表 （単位 円）

掛金収入と退職給付金支出の状況
（ 歳以上の被共済職員分を除く）

加入職員数の推移 （ 月 日現在）
（ 歳以上の被共済職員分を含む）

事 業 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度
前期繰越収支差額
当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額 （ ）
次期繰越収支差額（ ）
資産合計
負債合計
正味財産 （ ）

科 目 一般会計 退職共済特別会計 歳以上被共済職員
退職共済特別会計 合 計

資産の部
流 動 資 産
固 定 資 産

基本財産
特定資産

その他の固定資産
資 産 合 計
負債の部
流 動 負 債
固 定 負 債
負 債 合 計
正味財産の部
指定正味財産
一般正味財産
正味財産合計

負債及び正味財産合計



お問合わせ先
（財）高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

．退職共済掛金はどのように計算するのですか？
．毎月、事業主と被共済職員のそれぞれから次のとおり掛金をいただきます。

事業主…掛金基準給与額の 分の 被共済職員…掛金基準給与額の 分の

掛金基準給与額は毎年 月 日現在の本俸月額です。（新規加入の場合は、被共済職員となった
日の属する月の本俸月額とします。）
本俸月額は俸給表の額と特殊業務手当又はこれに類する手当の合算額です。

例 本俸 円 特殊業務手当 円
（ 円 円） 円（円未満切り捨て）

退職共済掛金（月額） 事業主 円 被共済職員 円

．退職共済掛金はどのように計算するのですか？
．毎月、事業主と被共済職員のそれぞれから次のとおり掛金をいただきます。

事業主…掛金基準給与額の 分の 被共済職員…掛金基準給与額の 分の

掛金基準給与額は毎年 月 日現在の本俸月額です。（新規加入の場合は、被共済職員となった
日の属する月の本俸月額とします。）
本俸月額は俸給表の額と特殊業務手当又はこれに類する手当の合算額です。

例 本俸 円 特殊業務手当 円
（ 円 円） 円（円未満切り捨て）

退職共済掛金（月額） 事業主 円 被共済職員 円

科 目 一般会計 退職共済特別会計 歳以上被共済職員
退職共済特別会計 内部取引消去 合 計

一般正味財産増減の部
．経常増減の部

経 常 収 益
基本財産運用益
特定資産運用益
受 取 掛 金
事 業 収 益
受 取 負 担 金
雑 収 益
他会計からの繰入額
経 常 収 益 計
経 常 費 用
事 業 費
管 理 費
他会計への繰出額
特定資産運用損
経 常 費 用 計
当期経常増減額
．経常外増減の部

経常外収益
経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部
固 定 資 産 受 贈 益
定期預金受贈益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

正味財産増減計算書総括表 （単位 円）


